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道徳科の視点 

  

  

参加型・体験型研修の進め方～思考ツールの活用を 
                         
 総合教育センターでは、研修の評価・改善の
ため、研修の度に感想を寄せていただいていま
す。肯定意見としてよく見られるのは「周りの
方と話す時間が多く設定され、よかった」とい
うものです。授業で「学び合い」が取り入れら
れるように、本センターの研修でも、先生方が
話し合う場面は大変生き生きとされています。 
 校内の会議や研修でも先生方の意見を引き出
すため、「今のことについて２分間、近隣の方
とお話ししてみてください。」とするだけで、
意見の量は増加します。更に意見を可視化して
いくためには、思考ツールを用いることも効果
的です。右欄で紹介しているものについては、
教職員ＰＣの「Ｋドライブ」に資料が保存され
ています。ぜひご活用ください。 
 また、Nits（教職員支援機構）の 
ＨＰも、お薦めです。目的に応じた 
 研修をコーディネートしましょう。 
 
  

【参考資料】Ｋドライブ>研修調査室>21研修の参考資料 
 本年度センターで活用した、次のワークシートが保存され
ています。印刷・加工してご活用ください。 
「マンダラ」「マトリックス」「ブレインライティング」  
「ＳＷＯＴ分析」「５ＷＩＨシート」 
 研修例としてはこのようなことが考えられます。 
⑴ 研究授業終了後、「○○ブロックの課題を解決するため 
 に」として、「ブレインライティングシート」にアイディ 
 アを付箋に書いて貼り、グループで回す。 
⑵ 先生方から出たアイディアを「マトリックスシート」を 
 用い、「効果の大小」「取り組みやすさの難易」等の視点 
 から、明日以降の取り組みについて検討する。 

【参考ＨＰ】Nits>オンライン講座>研修プランシリーズ 
目的に応じた研修プランが３０例紹介されています。「解説
用動画」「研修用ワークシート」「研修用スライド」がセッ
トになっており、初めてでも容易に取り組めます。 

 
通 級 に よ る 指 導 教 室 と の  

                連 携 に つ い て           
    

 通級による指導とは、学校教育法施行規則第140条

及び141条に基づき、小・中学校の通常の学級に在籍

する軽度の障がいがある児童生徒に対して、各教科

の授業は通常の学級で行いつつ、障がいに応じた特

別の指導を「通級指導教室」といった特別の場で行

う特別支援教育の一つの形態です。 

 いわき市の通級指導教室は、次のとおりです。    

本年度より「学習障がい」の通級指導教室が磐崎    

小学校に新設されました。             

             

 

 

          

 

 

 

 

指導とされています。あくまでも障がいによる学習

上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを

目的として行われており、単なる各教科の遅れを補

充するための指導ではありません。通級による指導

が日常の生活の場で活かされ、本人の自己実現が図

られるようきめ細かな指導が求められます。そして

何より、通級指導教室担当者と在籍校の担任とが綿

密に連携し指導体制の整備を行っていくことが大切

です。ぜひ、個別の教育支援計画を活用しながら、

連携の強化をお願いします。 

通級指導教室では個別の
指導計画をもとに「障が
いによる学習上又は生活
上の困難を改善し、又は
克服することを目的とす
る指導」を中心に行って
います。これは、特別支
援学校の学習指導要領に
示されている特別支援学
校の自立活動に相当する    

 今回は道徳科について「子ども」をキーワード

にして考えていきます。 

１ 通知表の記述は子どもへの金メダルやラブレ   

 ターのつもりで 

 最近読んだ道徳関係の文章にあった言葉です。

授業の中で子どもが「自己を見つめ」「広い視野

から多面的・多角的に」道徳的価値の理解を深め

ている姿を見出し、認め、励ますものという考え

に立ち、プラスの視点で授業での子どもの姿をと

らえることが大切です。 

２ 子ども自身の振り返りを生かす 

 学期の終わりに「特に印象深かった授業」「心

に残ったお話」などの視点で振り返りをさせます。

多面的・多角的な見方で子どもの視野が広がった

授業や、話合いや役割演技などの活動で考えが深

まった場面がどこだったのかを知るきっかけとな

ると同時に、授業者が、自身の授業の評価・改善

を図る資料の一つとしても大変有効です。 

３ 自校の「目指す子どもの姿」に照らして 

 教科化に伴い、どうしても授業や評価だけに目

が行きがちではないでしょうか。本来、学校ごと

に目指す子どもの姿があり、その具現化のための

一つとして道徳教育・道徳科の充実があるという

ことを改めて意識した上で、次年度に向けての教

育課程の編成・授業改善に臨んでいきましょう。 
参考「総合教育技術」11月号､「学習指導要領解説 道徳編」 

  


